
★ 

広
島
県
立
農
業
技
術
大
学
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
九
号
）
（
農
業
技
術
課
） 

 
一 
改
正
の
要
旨 

 
 

１ 
平
成
二
十
二
年
六
月
に
行
っ
た
平
成
二
十
三
年
度
以
降
の
広
島
県
立
農
業
技
術
大
学
校
（
以
下
「 

大
学
校
」
と
い
う
。
）
の
本
科
の
教
育
課
程
の
専
攻
コ
ー
ス
の
見
直
し
に
合
わ
せ
、
教
育
科
目
及
び 

そ
の
時
間
数
の
見
直
し
を
行
っ
た
。 

 
 

２ 

平
成
二
十
四
年
度
以
降
の
大
学
校
の
本
科
の
園
芸
課
程
の
専
攻
コ
ー
ス
の
見
直
し
を
行
っ
た
。 

 

二 

施
行
期
日 

 
 
 

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
。
た
だ
し
、
一
２
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日 


